
会計情報レポート

本稿では、平成30年3月30日に企業会計基準委員会
（ASBJ）から公表された、企業会計基準第29号「収
益認識に関する会計基準」（以下、「会計基準」又は「本
会計基準」）及び企業会計基準適用指針第30号「収益
認識に関する会計基準の適用指針」（以下、「適用指針」
又は「本適用指針」）の概要について解説します。な
お、文中の意見にわたる部分は、筆者の私見であるこ
とをあらかじめ申し添えます。

これまでのわが国における収益認識については、企
業会計原則における実現主義の考え方に基づき、業界
慣行や取引実態を踏まえた合理的な会計処理を選択し
ていましたが、新たな業種の誕生やIT化の進展などに
伴う取引形態の多様化・複雑化に対応するために、包
括的な会計基準による詳細な定めの必要性が高まりま
した。さらに、日本基準で作成された財務諸表の国際
的な比較可能性を確保するため、国際的な会計基準と
の整合を図る必要性も生じていました。このような背
景の下、ASBJにおいて会計基準の開発が開始され、平
成29年7月に公表された公開草案に寄せられた意見も
踏まえて検討を重ねた上で、今般、収益認識に関する
会計基準として公表されました。
会計基準開発に当たっては、IFRS第15号「顧客と

の契約から生じる収益」の基本的な原則を取り入れる
ことを出発点とし、これまでわが国で行われてきた実

務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を
損なわせない範囲で代替的な取扱いが追加されていま
す。また、基本的には、連結財務諸表と個別財務諸表
において同一の会計処理が定められています。

公開草案からの主な変更点は＜表1＞のとおりです。
このほか、結論の背景の記述の充実が図られています。

本会計基準は、顧客との契約から生じる収益を対象
とします。このため、通常の営業活動から生じたアウ
トプットではない固定資産の売却や、リスクと便益を
契約当事者で共有する活動又はプロセス（提携契約に
基づく共同研究開発等）は含まれません。また、顧客
との契約から生じる収益であっても、以下については、
本会計基準の対象外とされています（会計基準第3項、
第102項～第108項、第111項）。

Ⅰ　はじめに

Ⅱ　会計基準公表までの経緯及び
　　開発に当たっての基本的な方針

Ⅲ　公開草案からの変更点

収益認識基準の解説

会計監理部　公認会計士　加藤圭介

• Keisuke Kato
品質管理本部 会計監理部において、会計処理および開示に関して相談を受ける業務、ならびに研修・セミナー講師を含む会計に関する当
法人内外への情報提供などの業務に従事。主な著書（共著）に『何が変わる？収益認識の実務－影響と対応－』『連結手続における未実現
利益・取引消去の実務』（中央経済社）、『業種別会計シリーズ 自動車産業』（第一法規）などがある。

Ⅳ　適用範囲

①企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」
の範囲に含まれる金融商品に係る取引

②企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基
準」の範囲に含まれるリース取引

③保険法（平成20年法律第56号）における定義を満
たす保険契約

④同業他社との商品又は製品の交換取引
⑤金融商品の組成又は取得に際して受け取る手数料
⑥不動産流動化実務指針の対象となる不動産（不動産
信託受益権を含む）の譲渡
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なお、本会計基準では、IFRS第15号における契約
コストの定めを範囲に含めていません（会計基準第
109項）。また、顧客との契約から損失が見込まれる
場合の取扱いは企業会計原則注解（注18）に従って
引当計上の要否を検討することが考えられますが、工
事契約等から損失が見込まれる場合の取扱い（工事損
失引当金）については適用指針の定めに従います（適
用指針第90項、第91項、第162項、163項）。

1. 基本原則
本会計基準の基本となる原則は、「約束した財又は
サービスの顧客への移転を当該財又はサービスと交換
に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するよう
に、収益を認識すること」です。企業はこの基本とな
る原則に従って収益を認識するために、五つのステッ
プを適用します（会計基準16項、17項）。

2. 設例を用いた五つのステップの解説
収益認識の5ステップの適用について、携帯電話の

販売と通信サービスを提供する企業の設例を用いて解
説します。

設例の前提条件により、携帯電話の販売と通信サー
ビスの提供がどのように収益認識されるかを、収益認識
の5ステップに当てはめて確認していきます（次ペー
ジ＜図1＞参照）。

（1）ステップ1：顧客との契約を識別する
（会計基準第19項～31項）
まず、ステップ1では一定の要件を満たす顧客との

契約を識別します。会計基準では「契約」は、「法的
な強制力のある権利及び義務を生じさせる複数の当事
者間における取決め」と定義されており、書面のみな
らず、口頭や取引慣行等による場合もあります（会計
基準第5項、第19項）。本設例においては、A社は顧
客Bとの契約において、携帯電話を引き渡す義務と通
信サービスを2年間提供する義務を負い、これらの対
価を受領する権利が生じていますが、以下の要件を全
て満たす場合に、本会計基準における契約として識別
されます（会計基準第19項）。

なお、複数の契約を結合して単一の契約とみなす場
合や、契約変更の会計処理については、別途の検討が
必要となります（会計基準第27項～第31項、適用指
針第92項、第101項）。

▶表1　公開草案からの主な変更点

Ⅴ　会計処理

［取引の前提］
• 電気通信会社であるA社は、当期首に2年間の通信
サービス（月額1万円×24カ月＝24万円）を解約不
能とすることを条件に携帯電話を3万円で販売する
契約を顧客Bとの間で締結しました。従って、本契
約の取引価格の総額は27万円となります。

• 携帯電話は12万円、通信サービスは月額1万円にて、

• 当事者が契約を承認し、義務の履行を約束している
• 各当事者の権利を識別できる
• 支払条件を識別できる
• 契約に経済的実質がある
• 対価を回収する可能性が高い

①基本的な方針 • 一般的な重要性の原則が適用される旨の明確化（会計基準第101項）

②適用範囲

• 日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第15号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」
（以下、不動産流動化実務指針）の対象となる不動産（不動産信託受益権を含む）の譲渡が適用範囲に含まれないことの明確化（会計
基準第3項（6））

• 提携契約に基づく共同研究開発等が適用範囲に含まれないことの明確化（会計基準第111項）
• 顧客との契約の一部に本会計基準の対象外となる取引が含まれる場合の取扱いの明確化（会計基準第4項）

③重要性等に関する
代替的な取扱い

• 個別財務諸表における有償支給取引に関する代替的な取扱いの追加（適用指針第104項）
• 契約変更が既存の契約内容に照らして重要性が乏しい場合に契約変更を独立した契約として処理する方法も認められる旨の追加（適用
指針第92項）

④開示

• 収益に関する表示科目は本会計基準の原則適用時までに検討することとし、早期適用時には現在用いられている売上高などの科目を継
続して用いることができる旨の追加（会計基準第155項）

• 損益計算書における顧客との契約から生じる収益と金融要素の影響（受取利息又は支払利息）の区分表示の要否について、会計基準適
用時までに検討する旨の追加（会計基準第155項また書き）

⑤適用時期等
• IFRSの初度適用会社が個別財務諸表に会計基準を適用する場合の取扱いの追加（会計基準第87項また書き）
• 適用初年度において、消費税等の会計処理を税込方式から税抜方式に変更する場合の取扱いの追加（会計基準第89項）

⑥設例
• 「有償支給取引」「長期建設契約における支払の留保」「設備工事のコストオン取引（本人又は代理人）」に関する設例の削除（適用指針
設例）

単独での販売もしています。
• 携帯電話は契約開始時点で引き渡し、代金を回収しま
す。通信サービスの代金は毎月請求し、回収されます。
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会計情報レポート

（2）ステップ2：契約における履行義務を識別する
（会計基準第32項～34項）
ステップ2では、ステップ1で識別した顧客との契
約に含まれる履行義務を識別します。履行義務とは、
顧客との契約において別個の財又はサービスを顧客に
移転する約束をいいます（会計基準第7項）。契約に
複数の履行義務が含まれる場合、そのうち個別に会計
処理すべき履行義務を識別する必要がありますが、こ
の判断により、収益認識の時期と金額に影響が及ぶこ
とになります。
本設例においては、携帯電話を引き渡す義務と通信
サービスを提供する義務を履行義務として識別し、そ
れぞれ収益認識の単位とすることになります。

（3）ステップ3：取引価格を算定する
（会計基準第47項～第64項）
ステップ3では、収益として認識される金額の基礎
となる取引価格を決定します。ここで「取引価格」と
は、「財又はサービスの顧客への移転と交換に企業が権
利を得ると見込む対価の額（ただし、第三者のために
回収する額を除く）」（会計基準第8項）と定義されて
います。従って、例えば消費税などの第三者のために
回収する金額については取引価格には含まれません。本
設例では契約金額が取引価格とされるシンプルなケー
スを扱っていますが、取引価格を算定する際には、変
動対価や重要な金融要素などの影響を考慮することと
されており、金額の見積りや金利相当分の調整などの
複雑な過程を経て算定されるケースもあります。

本設例においては、携帯電話の販売及び通信サービ
スの提供に対する対価の額は、契約金額の27万円と
算定されます。

（4）ステップ4：取引価格を配分する
（会計基準第65項～第76項）
ステップ4では、ステップ3で算定した取引価格を
ステップ2で識別した履行義務に、独立販売価格の比
率に基づき配分します。従って、複数の財又はサービ
スをセットで販売した場合においても、それぞれの独
立販売価格の比率で財又はサービスに取引価格を配分
します。「独立販売価格」とは、財又はサービスを独
立して企業が顧客に販売する場合の価格（会計基準第
9項）をいいます。なお、独立販売価格を直接観察で
きない場合には、観察可能な入力数値を最大限利用し
て、独立販売価格を見積もることとされており、類似
の状況においては、見積り方法を首尾一貫して適用す
るとされています。
本設例においては、取引価格の27万円を携帯電話

と通信サービスの独立販売価格の比率を用いて、携帯
電話に9万円、通信サービスに18万円を配分します
（＜表2＞参照）。

（5）ステップ5：履行義務の充足による収益の認識
（会計基準第35項～46項）
ステップ5ではステップ4で配分された取引価格に

基づき収益を認識します。
企業は約束した財又はサービスを顧客に移転するこ

▶図1　収益を認識するための五つのステップによる検討

当期の収益 当期の収益 9万円

当期の収益 9万円
9万円

契約1

携帯電話＋
通信サービス

1

履行義務A

携帯電話販売
履行義務B

通信サービス

一時点 一定
期間

4

5

4

5

27万円

9万円 18万円

3

2

1
顧客との契約を識別する

2
契約における履行義務を
識別する

3
取引価格を算定する

4
取引価格を配分する

5
履行義務の充足時に
（又は充足するにつれて）
収益を認識する

5ステップ
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とによって履行義務を充足した時、又は、充足するに
つれて、取引価格のうち当該履行義務に配分した額に
よって収益を認識します。履行義務の充足により、財
又はサービスに対する支配は、企業から顧客に移転す
ることになります。企業は契約における取引開始日に、
ステップ2において識別されたそれぞれの履行義務が
一定の期間にわたって充足されるものか、一時点で充
足されるものかを検討します。一定の期間にわたり充
足される履行義務の要件に該当するものは履行義務を
充足するにつれて、この要件に該当しない場合には一
時点で収益を認識します。
本設例においては、履行義務の性質に基づき、携帯
電話の販売は一時点で履行義務を充足すると判断し、
携帯電話の引渡時に収益を認識します。また、通信
サービスの提供は、一定の期間にわたり履行義務を充
足すると判断し、当期及び翌期の2年間にわたり収益
を認識します。この結果、企業が当期に認識する収益
の額は、携帯電話の販売9万円と通信サービスの提供
9万円の合計18万円となり、翌期に通信サービスの提
供に対する収益の額9万円を認識することになります。

このように、基本的な収益認識の考え方はこれまで
の実務と大きく変わるものではありませんが、本会計
基準の適用により、5ステップのそれぞれの要件が具
体的に定められていることから、収益認識の時期や金
額がこれまでの実務と変わる可能性があります。

3. 特定の状況又は取引における取扱い
適用指針においては、前記1. 2.で解説した基本原

則に加えて、以下のような特定の状況又は取引におけ
る取扱いが定められています（適用指針第34項～第
89項）

4. 重要性に関する代替的な取扱い
適用指針では、＜表3＞のとおり、個別項目に対す

る重要性の記載等の代替的な取扱いを定めています。
なお、個々の項目の要件に照らして代替的な取扱いの
適用の可否を判定することになりますが、過度の負担
を回避するために、金額的な影響を集計して財務諸表
全体に対する金額的重要性の有無を判定することは要

①財又はサービスに対する保証（ステップ2）
②本人と代理人の区分（ステップ2）
③追加の財又はサービスを取得するオプションの付与
（ステップ2）
④顧客により行使されない権利（非行使部分）（ステッ
プ5）

⑤返金が不要な契約における取引開始日の顧客からの
支払（ステップ5）

⑥ライセンスの供与（ステップ2及び5）
⑦買戻契約（ステップ5）
⑧委託販売取引（ステップ5）
⑨請求済未出荷契約（ステップ5）
⑩顧客による検収（ステップ5）
⑪返品権付きの販売（ステップ3）

▶表2　独立販売価格による取引価格の配分

▶表3　重要性等に関する代替的な取扱い
ステップ 代替的な取扱い

①契約変更（ステップ1） 既存の契約に照らして重要性が乏しい場合

②履行義務の識別（ステップ2） 約束した財又はサービスが顧客との契約の観点で重要性が乏しい場合

出荷及び配送活動を履行義務として識別しない方法

③一定の期間にわたり充足される履行義務（ステップ5） 期間がごく短い工事契約及び受注制作のソフトウェア

通常の期間の船舶による運送サービス

④一時点で充足される履行義務（ステップ5） 出荷基準等

⑤履行義務の充足に係る進�度（ステップ5） 契約初期段階における原価回収基準

⑥履行義務への取引価格の配分（ステップ4） 残余アプローチの使用

⑦契約の結合、履行義務の識別及び独立販売価格に基づく取引価格の配分
（ステップ1、2及び4）

契約に基づく収益認識の単位及び取引価格の配分

工事契約及び受注制作のソフトウェアの収益認識の単位

⑧その他の個別事項（ステップ5） 有償支給取引

契約対価 独立販売価格 取引価格の配分

携帯電話 3万円 12万円 9万円（27万円×（12万円／36万円））

通信サービス 24万円（1万円／月×24ヶ月） 24万円（1万円／月×24ヶ月） 18万円（27万円×（24万円／36万円））

合計 27万円 36万円 27万円
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求されていません（適用指針第164項）。

以下に記載の早期適用時における必要最低限の注記
事項のみを定め、それ以外の注記については原則適用時
までに検討することとしています（会計基準第80項）。

1. 適用時期（会計基準第81項～第83項）
（1）原則適用の時期
平成33年4月1日以後開始する年度の期首から適用
します。

（2）早期適用の時期及び早期適用時の取扱い
平成30年4月1日以後開始する年度の期首からの適
用が認められるほか、平成30年12月31日に終了する
年度から平成31年3月30日に終了する年度までにおけ
る年度末に係る財務諸表からの適用も認められます。こ
の場合の適用翌年度の比較情報については、期首に遡

さかのぼ

っ
て適用します。なお、早期適用する場合には、連結財
務諸表と個別財務諸表の双方に対して同時に適用す
る必要があります（「収益認識に関する会計基準（案）
等に対するコメント」5. 第1部135））

2. 会計基準適用初年度の取扱い
（会計基準第84項～第89項）
適用初年度においては、会計基準等の改正に伴う会
計方針の変更として取り扱いますが、遡

そ

及
きゅう

適用に当たっ
ては原則的な取扱いのほか、経過措置が定められてい
ます。

①原則的な取扱い
新たな会計方針を過去の期間の全てに遡及適用しま
す。なお、一定の要件を満たす契約については適用初
年度の比較情報等を遡及的に修正しないことをはじめ、
幾つかの例外的な定めがあります。

②経過措置（会計基準第84項ただし書きの方法）
適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適
用した場合の適用初年度の累積的影響額を、適用初年
度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新
たな会計方針を適用することができます。なお、連結
財務諸表にIFRS又は米国会計基準を適用している会
社（その連結子会社を含む）は、個別財務諸表におい
てもIFRS第15号又は米国会計基準における経過措置に
従うことができます。

会計基準及び適用指針の理解を深めるための参考と
して、IFRS第15号の設例を基礎としたものに加え、五
つのステップについての設例及びわが国に特有な取引
等についての設例が示されています。

Ⅵ　開示

• 主要な事業における主な履行義務の内容
• 当該履行義務を充足する通常の時点

Ⅶ　適用時期等
Ⅷ　設例（適用指針　設例）
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